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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め複数種類の薬剤の画像を含む薬剤情報を記憶している薬剤情報記憶手段と、
　予め形状が似ている類似薬剤の種類の情報を記憶している類似薬剤記憶手段と、
　患者に処方された薬剤の種類の情報の入力を受けて該薬剤の種類の情報を記憶しておく
処方薬剤記憶手段と、
　患者のアレルギーの履歴を含む患者の病歴情報を記憶しておく病歴情報記憶手段と、
　特定の患者の情報の供給要求を携帯端末から受けて、前記処方薬剤記憶手段、前記薬剤
情報記憶手段、及び前記病歴情報記憶手段を参照し、前記特定の患者に処方された薬剤の
薬剤情報及び前記特定の患者の病歴情報を、前記携帯端末に出力する患者情報提供手段と
、
　前記特定の患者に処方されている薬剤の種類の情報を基に、前記類似薬剤記憶手段を検
索し、前記処方されている薬剤の中に類似薬剤が含まれている場合、前記携帯端末に警告
を出力する警告出力手段と、
　を備えたことを特徴とする薬剤情報管理装置。
【請求項２】
　前記患者情報提供手段は、前記携帯端末からの薬剤の画像の入力を受けて、該入力され
た画像と前記薬剤情報記憶手段に記憶されている前記画像とを比較し、画像が一致する前
記薬剤の前記薬剤情報を出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の薬剤情報管理装置。
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【請求項３】
　前記薬剤情報は薬剤の服用時間を少なくとも含み、
　時計を有しており、前記処方された薬剤の種類の情報を基に、前記薬剤情報記憶手段か
ら前記処方された薬剤の前記服用時間を取得し、該服用時間に前記携帯端末に服用を促す
通知を出力する服用時間管理手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項２
のいずれか一つに記載の薬剤情報管理装置。
【請求項４】
　前記服用時間管理手段は、前記携帯端末から服用済みの通知を受ける通知取得手段を備
え、前記服用を促す通知をしてから前記服用済の通知を受けるまでの制限時間を予め記憶
しており、前記服用を促す通知を特定の前記携帯端末に出力してから前記制限時間が経過
する間に該特定の携帯端末から前記服用済みの通知を受けない場合、再度服用を促す通知
を該特定の携帯端末に出力することを特徴とする請求項３に記載の薬剤情報管理装置。
【請求項５】
　前記携帯端末から患者が使用している薬剤の識別情報及び患者の前記病歴情報を受信す
る患者情報取得手段と、
　該使用している薬剤の情報及び前記病歴情報を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の薬剤情
報管理装置。
【請求項６】
　薬剤情報記憶手段が、複数種類の薬剤の画像を含む薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶段
階と、
　類似薬剤情報記憶手段が、予め形状が似ている類似薬剤の種類の情報を記憶している類
似薬剤記憶段階と、
　処方薬剤情報記憶手段が、患者に処方された薬剤の種類の情報の入力を受けて該薬剤の
種類の情報を記憶しておく処方薬剤記憶段階と、
　病歴情報記憶手段が、患者のアレルギーの履歴を含む患者の病歴情報を記憶しておく病
歴情報記憶段階と、
　患者情報提供手段が、特定の患者の情報の供給要求を携帯端末から受けて、前記特定の
患者に処方された薬剤の種類の情報を取得し、前記特定の患者に処方された薬剤の薬剤情
報を取得し、前記特定の患者の病歴情報を取得し、前記特定の患者に処方された薬剤の薬
剤情報及び前記特定の患者の病歴情報を、前記携帯端末に出力する患者情報提供段階と、
　警告出力手段が、前記特定の患者に処方されている薬剤の種類の情報を基に、前記類似
薬剤記憶手段を検索し、前記処方されている薬剤の中に類似薬剤が含まれている場合、前
記携帯端末に警告を出力する警告出力段階と、
　を有することを特徴とする薬剤情報管理方法。
【請求項７】
　患者情報提供手段が、前記携帯端末からの薬剤の画像の入力を受けて、該入力された画
像と前記記憶されている画像とを比較し、画像が一致する前記薬剤の薬剤情報を出力する
薬剤情報出力段階と、
　をさらに有することを特徴とする請求項６に記載の薬剤情報管理方法。
【請求項８】
　ネットワークを介して接続された薬剤情報管理装置と、携帯端末とを備えた薬剤情報管
理システムであって、
　前記薬剤情報管理装置は、
　予め複数種類の薬剤の画像を含む薬剤情報を記憶している薬剤情報記憶手段と、
　予め形状が似ている類似薬剤の種類の情報を記憶している類似薬剤記憶手段と、
　患者に処方された薬剤の種類の情報の入力を受けて該薬剤の種類の情報を記憶しておく
処方薬剤記憶手段と、
　患者のアレルギーの履歴を含む患者の病歴情報を記憶しておく病歴情報記憶手段と、
　患者の識別情報を基に、前記処方された薬剤の薬剤情報を前記処方薬剤記憶手段及び前
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記処方薬剤管理情報から取得し、且つ前記病歴情報を前記病歴情報記憶手段から取得する
情報取得プログラムを前記携帯端末に送信するプログラム送信手段と、
　前記特定の患者に処方されている薬剤の種類の情報を基に、前記類似薬剤記憶手段を検
索し、前記処方されている薬剤の中に類似薬剤が含まれている場合、前記携帯端末に警告
を出力する警告出力手段と、を備え、
　前記携帯端末は、
　前記情報取得プログラムを受信して該プログラムを実行するプログラム実行手段と、
　前記患者の識別情報を前記薬剤情報管理装置に送信する情報送信手段と、
　前記処方された薬剤の薬剤情報及び前記病歴情報を取得する情報取得手段と、を備える
、
　ことを特徴とする薬剤情報管理システム。
【請求項９】
　前記薬剤情報管理システムは、互いに接続されていない前記薬剤情報管理装置を複数備
え、
　前記プログラム送信手段は、前記携帯端末が取得した前記処方された薬剤の種類の情報
及び前記病歴情報を、前記薬剤情報管理装置へ送信する情報送信プログラムを前記携帯端
末に送信し、
　前記プログラム実行手段は、前記情報送信プログラムを受信して、前記携帯端末におい
て該情報送信プログラムを実行し、前記情報送信手段を介して前記処方された薬剤の種類
の情報及び前記病歴情報を前記薬剤情報管理装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の薬剤情報管理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処方された薬剤の薬剤情報や患者のアレルギー履歴などを管理する薬剤情報
管理装置、薬剤情報管理方法、及び薬剤情報管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者は、医師又は薬剤師から口頭により、薬剤薬局や病院などで処方された薬剤情報の
説明を受ける。また、最近では、薬剤情報を印刷した紙を渡されることもある。しかし、
口頭で薬剤情報を伝えられても、正しく認識することが困難であり、さらにその情報を記
憶しておくことはより困難である。また、紙を受け取ったとしても、なくしたり携帯する
ことを忘れてしまったりすることが多く、そのような場合にはその薬剤情報を利用するこ
とが困難となる。
【０００３】
　また、高齢者のように持病が多い場合には、複数の病院で受診することも多く、他の病
院で処方された薬について患者自ら説明する必要がある。また、薬以外の健康食品などの
服用やアレルギーなどについても、同様に患者自らが医師などに説明を行う必要がある。
この様な場合であって、服用している薬剤が多い場合や患者が高齢者などの場合、患者が
薬剤情報やアレルギー情報を正確に医師に伝達することが困難であり、スムーズな診察を
行うことが困難となっている。
【０００４】
　さらに、患者が薬剤を受け取った後は、患者個人が服用などの管理を行うこととなり、
飲み忘れたり、服用時間帯にどの薬剤を飲めばいいのかを忘れてしまったりするおそれが
ある。また、処方された薬剤のうちに似たような形状の薬剤が含まれている場合には、飲
む時間帯や量などを間違って服用してしまう危険もある。
【０００５】
　従来、服用者の体の状態に応じた服薬情報を報知する技術（例えば、特許文献１参照。
）、服用の報知メール及び来院の報知メールの登録及び送信の技術（例えば、特許文献２
参照。）、メール以外で医薬品の服用時期を通知する技術（例えば、特許文献３参照。）
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、薬剤の服用通知及び服用履歴管理の技術（例えば、特許文献４参照。）、患者に対し処
方された薬の正しい知識を与えるための技術（例えば特許文献５参照。）が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１８１１４９号公報
【特許文献２】特開２００７－１２２１８３号公報
【特許文献３】特開２００７－０２６２５４号公報
【特許文献４】特開２００４－０６２５１３号公報
【特許文献５】特開平１１－０５６９７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１～特許文献４の技術では、薬剤の服用時間の報知を主眼としており
、患者に対して薬剤の正確な情報を伝えることは困難である。特許文献５の技術では、患
者に対して処方された薬剤の正確な情報を与えることが可能であるが、その情報の伝達は
紙で行われるため処方された薬剤の情報を患者が容易かつ正確に管理することは困難であ
る。
【０００８】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、患者に処方された薬剤の薬剤情
報や患者のアレルギー履歴などを患者が有する携帯端末に供給できる薬剤情報管理技術を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の薬剤情報管理装置は、予め複数種類の薬
剤の画像を含む薬剤情報を記憶している薬剤情報記憶手段と、予め形状が似ている類似薬
剤の種類の情報を記憶している類似薬剤記憶手段と、患者に処方された薬剤の種類の情報
の入力を受けて該薬剤の種類の情報を記憶しておく処方薬剤記憶手段と、患者のアレルギ
ーの履歴を含む患者の病歴情報を記憶しておく病歴情報記憶手段と、特定の患者の情報の
供給要求を携帯端末から受けて、前記処方薬剤記憶手段、前記薬剤情報記憶手段、及び前
記病歴情報記憶手段を参照し、前記特定の患者に処方された薬剤の薬剤情報及び前記特定
の患者の病歴情報を、前記携帯端末に出力する患者情報提供手段と、前記特定の患者に処
方されている薬剤の種類の情報を基に、前記類似薬剤記憶手段を検索し、前記処方されて
いる薬剤の中に類似薬剤が含まれている場合、前記携帯端末に警告を出力する警告出力手
段と、を備えたことを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項６に記載の薬剤情報管理方法は、薬剤情報記憶手段が、複数種類の薬剤の画像を
含む薬剤情報を記憶する薬剤情報記憶段階と、類似薬剤情報記憶手段が、予め形状が似て
いる類似薬剤の種類の情報を記憶している類似薬剤記憶段階と、処方薬剤情報記憶手段が
、患者に処方された薬剤の種類の情報の入力を受けて該薬剤の種類の情報を記憶しておく
処方薬剤記憶段階と、病歴情報記憶手段が、患者のアレルギーの履歴を含む患者の病歴情
報を記憶しておく病歴情報記憶段階と、患者情報提供手段が、特定の患者の情報の供給要
求を携帯端末から受けて、前記特定の患者に処方された薬剤の種類の情報を取得し、前記
特定の患者に処方された薬剤の薬剤情報を取得し、前記特定の患者の病歴情報を取得し、
前記特定の患者に処方された薬剤の薬剤情報及び前記特定の患者の病歴情報を、前記携帯
端末に出力する患者情報提供段階と、警告出力手段が、前記特定の患者に処方されている
薬剤の種類の情報を基に、前記類似薬剤記憶手段を検索し、前記処方されている薬剤の中
に類似薬剤が含まれている場合、前記携帯端末に警告を出力する警告出力段階と、を有す
ることを特徴とするものである。
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【００１１】
　請求項８に記載の薬剤情報管理システムは、ネットワークを介して接続された薬剤情報
管理装置と、携帯端末とを備えた薬剤情報管理システムであって、前記薬剤情報管理装置
は、予め複数種類の薬剤の画像を含む薬剤情報を記憶している薬剤情報記憶手段と、予め
形状が似ている類似薬剤の種類の情報を記憶している類似薬剤記憶手段と、患者に処方さ
れた薬剤の種類の情報の入力を受けて該薬剤の種類の情報を記憶しておく処方薬剤記憶手
段と、患者のアレルギーの履歴を含む患者の病歴情報を記憶しておく病歴情報記憶手段と
、患者の識別情報を基に、前記処方された薬剤の薬剤情報を前記処方薬剤記憶手段及び前
記処方薬剤管理情報から取得し、且つ前記病歴情報を前記病歴情報記憶手段から取得する
情報取得プログラムを前記携帯端末に送信するプログラム送信手段と、前記特定の患者に
処方されている薬剤の種類の情報を基に、前記類似薬剤記憶手段を検索し、前記処方され
ている薬剤の中に類似薬剤が含まれている場合、前記携帯端末に警告を出力する警告出力
手段と、を備え、前記携帯端末は、前記情報取得プログラムを受信して該プログラムを実
行するプログラム実行手段と、前記患者の識別情報を前記薬剤情報管理装置に送信する情
報送信手段と、前記処方された薬剤の薬剤情報及び前記病歴情報を取得する情報取得手段
と、を備える、ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の薬剤情報管理装置、請求項７に記載の薬剤情報管理方法、及び請求項
９に記載の薬剤情報管理システムは、携帯端末に患者が処方された薬剤の情報及び患者の
病歴情報を送る構成である。これにより、患者は薬剤の正確な情報を取得できるとともに
、自己の携帯端末で薬剤の情報及び自己の病歴情報を正確かつ容易に自己管理することが
可能となる。また、自己の携帯端末を他の病院の医師に呈示することで、現在及び過去に
処方された薬剤の情報及び自己の病歴情報を正確に医師に伝達することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る薬剤情報管理装置のブロック図
【図２】本発明に係る薬剤情報管理システムの構成図
【図３】薬剤マスタテーブルの一例の図
【図４】処方薬剤テーブルの一例の図
【図５】患者情報テーブルの一例の図
【図６】第１の実施形態に係る薬剤情報管理装置の携帯端末への処方薬剤及び病歴の情報
の提供、並びに患者による該情報の参照のフローチャートの図
【図７】類似薬剤の自動登録のフローチャートの図
【図８】類似薬剤の情報の提供のフローチャートの図
【図９】患者に対して薬剤の服用を促すメール及び添付ファイルの一例の図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
〔第１の実施形態〕
　以下、この発明の第１の実施形態に係る薬剤情報管理装置について説明する。図１は本
発明に係る薬剤情報管理装置１００の機能を表すブロック図である。
【００１５】
　本実施形態における薬剤情報管理システムでは、図２に示すように、薬剤情報管理装置
１００ａ、１００ｂ、及び１００ｃ（以下では、これらを区別しない時には単に「薬剤情
報管理装置１００」という。）といった複数の薬剤情報管理装置１００が配置されている
。そして、各薬剤情報管理装置１００はサーバ２００とネットワークを介して通信可能に
接続されている。さらに、各薬剤情報管理装置１００は、携帯端末００１と相互に無線通
信可能になっている。そして、薬剤情報管理装置１００での情報の送受信は実際にはデー
タの送受信を行う機能部が行うが、以下の説明では説明の都合上、図１に示すように各機
能部が直接データの送受信を行っているように説明する。
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【００１６】
　携帯端末００１は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ
）や携帯電話などの情報の送受信が可能で、且つ持ち運びが容易な装置（携帯情報端末と
も呼ばれる。）である。携帯端末００１には、データを送信する送信部００２とデータを
受信する受信部００３とがある。この送信部００２が本発明における「情報送信手段」に
あたり、この受信部００３が本発明における「情報受信手段」にあたる。また、携帯端末
００１は、ＣＰＵ及びメモリなどの記憶媒体で構成された制御部００４を有している。こ
の制御部００４が本発明における「プログラム実行手段」にあたる。そして、携帯端末０
０１におけるデータのやり取りは実際には送信部００２及び受信部００３で行うが、以下
の説明では送信部００２及び受信部００３がデータの送受信を行っていることを特には明
記しない。また、携帯端末００１内でのプログラムの動作は実際には制御部００４により
制御されるが、これも以下の説明では制御部００４がプログラムを実行していることは特
には明記しない。
【００１７】
　薬剤情報管理装置１００は、図１に示すように薬剤情報記憶部１０１、処方薬剤記憶部
１０２、病歴情報記憶部１０３、及び患者情報提供部１０４で構成されている。
【００１８】
　薬剤情報記憶部１０１は、ハードディスクなどの記憶媒体で構成されている。そして、
薬剤情報記憶部１０１は、図３に示すような各薬剤の薬剤情報（薬剤名、効能、及び画像
等）が記載されている薬剤マスタテーブルを記憶している。ここで、図３は薬剤マスタテ
ーブルの一例の図である。この薬剤情報記憶部１０１が本発明における「薬剤情報管理手
段」にあたる。
【００１９】
　本実施形態では、図３に示すように、薬剤マスタテーブルに、ＪＡＮコード３１０、薬
剤名３２０、画像ファイル３３０、服用時間３４０、服用数３５０、効能３６０、及び注
意文言３７０が記載されている。ここで、ＪＡＮコード３１０とは、商品識別コードであ
る。これらは、予め薬剤師などの薬剤管理者（以下では、単に「薬剤管理者」という。）
などにより入力されたものを薬剤情報記憶部１０１が記憶している。ここで、本実施形態
では、薬剤マスタテーブルはサーバ２００に対して薬剤管理者により入力され、サーバ２
００が予め記憶しており、それを各薬剤情報管理装置１００がダウンロードして、薬剤情
報記憶部１０１に予め記憶しておく構成である。ただし、この構成は他の構成でもよく、
例えば、薬剤管理者が各薬剤情報管理装置１００に対し直接入力を行う構成でもよいし、
また、病院内にある薬剤管理システムの中に配置されている薬剤管理用のサーバに薬剤情
報記憶部１０１を配置しておき、後述する患者情報提供部１０４が都度そのサーバの薬剤
情報記憶部１０１を参照する構成としてもよい。
【００２０】
　処方薬剤記憶部１０２は、ハードディスクなどの記憶媒体で構成されている。患者に薬
を処方した医師は、ユーザインタフェース１０５に設けられた入力部１０６を用いて、患
者の識別情報と共に処方した薬剤の種類の情報の入力を行う。処方薬剤記憶部１０２は、
入力部１０６より入力された患者の識別情報とその患者に処方された薬剤の種類の情報を
記憶する。本実施形態では、処方薬剤記憶部１０２は、図４に示すような患者の識別情報
と処方された薬剤（以下では、「処方薬剤」ということがある。）との対応を表す処方薬
剤テーブルを記憶する。図４は処方薬剤テーブルの一例の図である。本実施形態では、処
方薬剤テーブルには、患者識別情報である患者ＩＤ４１０、病名４２０、病院名４３０、
及び処方薬剤の識別情報である処方薬剤４４０が記載されている。ここで、処方薬剤４４
０は、本実施形態ではＪＡＮコードで記載されているものとする。さらに、本実施形態で
は、処方薬剤の種類の情報の使い勝手を向上させるため付帯情報として病名４２０や病院
名４３０を付加しているが、これらはなくてもよく、少なくとも患者識別情報（患者ＩＤ
４１０）と処方薬剤の識別情報（処方薬剤４４０）があればよい。この処方薬剤記憶部１
０２が本発明における「処方薬剤記憶手段」にあたる。
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【００２１】
　また、上述の説明では薬を処方した医師が、直接処方薬剤記憶部１０２に処方薬剤の種
類の情報を入力するように説明したが、実際には、医師はＨＩＳ（Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）に対して処方薬剤の種類の情報の入力を行い、そ
のＨＩＳの情報を薬剤情報管理装置１００がダウンロードして処方薬剤記憶部１０２に記
憶しておく構成でもよい。また、ＨＩＳが記憶している患者識別情報及び処方薬剤情報を
処方薬剤記憶部１０２として使用する構成でもよい。
【００２２】
　病歴情報記憶部１０３は、ハードディスクなどの記憶領域で構成されている。患者を診
察した医師は入力部１０６を用いて患者のアレルギー履歴や感染症情報などの患者の病歴
の入力を行う。病歴情報記憶部１０３は、入力部１０６より入力された患者の病歴を記憶
する。本実施形態では、病歴情報記憶部１０３は、図５に示すような患者情報テーブルを
有している。ここで、図５は患者情報テーブルの一例の図である。本実施形態では、患者
情報テーブルには患者の識別情報である患者ＩＤ５１０、氏名５２０、生年月日５３０、
性別５４０、感染症情報５５０、及びアレルギー履歴５６０が記載してある。ただし、患
者情報の使い勝手の向上のため氏名５２０、生年月日５３０、及び性別５４０といった患
者情報を付帯情報として加えてあるが、実際にはこの患者情報テーブルには患者の病歴と
患者の識別情報の対応が記載してあればよい。さらに、患者の病歴には過去にかかった病
気などの他の病気の情報を加えてもよい。この病歴情報記憶部１０３が本発明における「
病歴情報記憶手段」にあたる。
【００２３】
　患者情報提供部１０４は、携帯端末００１から、患者識別情報と共にその識別情報を有
する患者が処方された薬や該患者の病歴といった情報を含む患者情報の供給の要求の入力
を受ける。ここでは、患者識別情報として患者ＩＤが入力されたものとする。
【００２４】
　まず、患者情報提供部１０４は、入力された患者ＩＤを基に、処方薬剤記憶部１０２を
検索する。そして、患者情報提供部１０４は、入力された患者ＩＤを有する患者に処方さ
れた薬剤の種類の情報である処方薬剤４４０を取得する。
【００２５】
　次に、患者情報提供部１０４は、取得した処方薬剤４４０を基に、薬剤情報記憶部１０
１を検索する。患者情報提供部１０４は、入力された患者ＩＤを有する患者が処方された
薬剤の薬剤名３２０、画像ファイル３３０、服用時間３４０、服用数３５０、効能３６０
、及び注意文言３７０を取得する。
【００２６】
　さらに、患者情報提供部１０４は、入力された患者ＩＤを基に、病歴情報記憶部１０３
を検索する。患者情報提供部１０４は、入力された患者ＩＤを有する患者の感染症情報５
５０及びアレルギー履歴５６０を取得する。
【００２７】
　患者情報提供部１０４は、取得した、薬剤名３２０、画像ファイル３３０、服用時間３
４０、服用数３５０、効能３６０、及び注意文言３７０、並びに、患者の感染症情報５５
０及びアレルギー履歴５６０を携帯端末００１へ送信する。この患者情報提供部１０４が
本発明における「患者情報提供手段」にあたる。
【００２８】
　携帯端末００１は、患者情報提供部１０４から受信した、薬剤名３２０、画像ファイル
３３０、服用時間３４０、服用数３５０、効能３６０、及び注意文言３７０、並びに、患
者の感染症情報５５０及びアレルギー履歴５６０を記憶する。患者は、携帯端末００１を
用いることでいつでも処方された薬剤の薬剤名３２０、画像ファイル３３０、服用時間３
４０、服用数３５０、効能３６０、及び注意文言３７０、並びに、自己の感染症情報５５
０及びアレルギー履歴５６０を参照することができる。この様に、携帯端末００１におい
て、患者情報提供部１０４から薬剤情報及び病歴情報を受信し、記憶し、表示するプログ
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ラムが本発明における「情報取得プログラム」にあたる。さらに、この情報取得プログラ
ムには、携帯端末００１からの患者識別情報及び患者情報の供給の要求を行うプログラム
が含まれてもよい。
【００２９】
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る薬剤情報管理装置１００の携帯端末００１へ
の処方薬剤及び病歴の情報の提供、並びに患者による該情報の参照の流れを説明する。図
６は、本実施形態に係る薬剤情報管理装置１００の携帯端末００１への処方薬剤及び病歴
の情報の提供、並びに患者による該情報の参照のフローチャートの図である。
【００３０】
　ステップＳ００１：患者情報提供部１０４は、患者からの携帯端末００１を用いた患者
の識別情報を受信するとともに、該患者の処方薬剤及び病歴の情報を含む患者情報の供給
の要求を受信する。
【００３１】
　ステップＳ００２：患者情報提供部１０４は、入力された患者の識別情報を基に処方薬
剤記憶部１０２を検索し、該識別情報を有する患者の処方薬剤の種類の情報を取得する。
【００３２】
　ステップＳ００３：患者情報提供部１０４は、取得した処方薬剤の種類の情報を基に薬
剤情報記憶部１０１を検索し、薬剤名３２０、画像ファイル３３０、服用時間３４０、服
用数３５０、効能３６０、及び注意文言３７０といった処方薬剤の薬剤情報を取得する。
【００３３】
　ステップＳ００４：患者情報提供部１０４は、入力された患者の識別情報を基に病歴情
報記憶部１０３を検索し、感染症情報５５０及びアレルギー履歴５６０といった病歴情報
を取得する。
【００３４】
　ステップＳ００５：患者情報提供部１０４は、取得した薬剤情報及び病歴情報を携帯端
末００１に送信する。
【００３５】
　ステップＳ００６：携帯端末００１は、受信した薬剤情報及び病歴情報を記憶する。
【００３６】
　ステップＳ００７：患者は、携帯端末００１を操作して、携帯端末００１に記憶されて
いる自分に処方された薬剤の薬剤情報及び自分の病歴情報を参照する。
【００３７】
　以上で説明したように、本実施形態に係る薬剤情報管理装置は、患者の携帯端末にその
患者の処方された薬剤の薬剤情報及びその患者の病歴情報を送信する構成である。これに
より、患者は自己に処方された薬剤の薬剤情報を携帯電話などの携帯端末に保存しておき
いつでも参照することができ、処方された薬剤の薬剤情報や自己の病歴情報を容易に管理
することが可能となり、聞き間違いなどによる誤飲などの判断ミスを軽減することが可能
となる。また、画像を表示することで、より正確に薬剤の薬剤情報を取得することが可能
となる。
【００３８】
（変形例）
　さらに、本実施形態に係る薬剤情報管理装置の変形例について説明する。本変形例に係
る薬剤情報管理装置は、携帯端末からの画像による薬剤の照会を行う機能を追加したもの
である。そこで、以下では画像による薬剤の照合について主に説明する。本変形例に係る
薬剤情報管理装置の構成も上述した本実施形態と同様の構成を有している。
【００３９】
　患者は携帯端末００１に自己が有する薬剤の画像を取り込む。具体的には、携帯端末０
０１がカメラ付き携帯電話の場合には、携帯電話に付属しているカメラで薬剤を撮影する
ことで画像が取り込む。また、デジタルカメラで撮影した薬剤の画像をＰＤＡなどにダウ
ンロードして使用してもよい。そして、患者は、携帯端末００１を用いて、薬剤情報管理
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装置１００に薬剤の画像を、薬剤の照会要求とともに送信する。
【００４０】
　患者情報提供部１０４は、携帯端末００１から薬剤の画像を薬剤の照会要求と共に受信
する。そして、患者情報提供部１０４は、薬剤情報記憶部１０１に記憶されている薬剤マ
スタテーブルに含まれる画像ファイル３３０（図３参照）を参照し、受信した薬剤の画像
と比較し同一の画像を有する薬剤の薬剤情報を抽出する。この画像比較の一例としては、
画像内の色の比率や配置などを求め、その色の比率や配置などが一致する薬剤を同一の画
像を有する薬剤として判定するというような方法がある。
【００４１】
　そして、患者情報提供部１０４は、抽出した薬剤の薬剤情報を薬剤の画像を送信した携
帯端末００１に送信する。
【００４２】
　患者は、携帯端末００１を用いて画像を送信した薬剤の薬剤情報を確認する。
【００４３】
　以上で説明したように、本変形例に係る薬剤情報管理装置は患者が携帯端末を用いて画
像を送信した薬剤の薬剤情報を該携帯端末に送信する構成である。これにより、患者は自
分が持っている薬剤の薬剤情報を容易に取得ることができ、誤飲などの判断ミスを軽減す
ることが可能となる。
【００４４】
　また、以上の変形例では、画像による薬剤情報の照会について説明したが、これは他の
情報を用いた照会を行える構成でもよく、例えば、処方箋の復路に印刷されたバーコード
を携帯端末００１で読み込み、そのデータを患者情報提供部１０４に送信し、患者情報提
供部１０４はそのデータを基に薬剤情報を検索して、その結果を携帯端末００１に送信す
る構成でもよい。
【００４５】
　さらに、処方箋の袋にバーコードを付し、そのバーコードの識別情報を処方薬剤と共に
処方薬剤記憶部１０２に記憶させておくことで、処方箋の袋に付されたバーコードを利用
して、患者情報提供部１０４が処方薬剤記憶部１０２から処方薬剤の種類を取得し、それ
らの処方薬剤の薬剤情報を薬剤情報記憶部１０１から取得し、その取得した薬剤情報を携
帯端末００１に送信する構成にしてもよい。
【００４６】
〔第２の実施形態〕
　以下、この発明の第２の実施形態に係る薬剤情報管理装置について説明する。本実施形
態に係る薬剤情報管理装置は、携帯端末に保存した処方されている薬剤の薬剤情報及び自
己の病歴情報を受信し表示する構成であることが第１の実施形態と異なるものである。そ
こで、以下では、携帯端末からの情報の取得及び表示ついての構成を主に説明する。本実
施形態に係る薬剤情報管理装置のブロック図も図１で表わされる。ただし、本実施形態で
は、図１の点線で表わされる患者情報取得部１０９が加わった構成である。以下の説明で
は、第１の実施形態と同一の符号を付された機能部は特に説明のない限り同じ機能を有す
るものとする。また、本実施形態に係る薬剤情報管理システムも図２に示される構成を有
している。
【００４７】
　以下では、薬剤情報管理装置１００ａから携帯端末００１に薬剤情報及び病歴情報が送
信され、その薬剤情報及び病歴情報を薬剤情報管理装置１００ｂが受信するものとして説
明する。実際には、薬剤情報及び病歴情報の送受信はいずれの薬剤情報管理装置１００で
行われてもよいものである。
【００４８】
　薬剤情報管理装置１００ａは、第１の実施形態と同様に患者に処方された薬剤の薬剤情
報及び患者の病歴情報を携帯端末００１に送信する。
【００４９】
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　患者は、自分に処方された薬剤の薬剤情報及び自分の病歴情報が記憶されている携帯端
末００１を用いて、自分に処方された処方薬剤の種類の情報及び自分の病歴情報を、患者
の識別情報と共に薬剤情報管理装置１００ｂへ入力する。この様に、携帯端末００１にお
いて、患者情報取得部１０９へ薬剤情報及び病歴情報を送信するプログラムが本発明にお
ける「情報送信プログラム」にあたる。
【００５０】
　患者情報取得部１０９は、携帯端末００１から、患者の識別情報と共に該識別情報を有
する患者に処方された薬剤の種類の情報及び病歴情報の入力を受ける。患者情報取得部１
０９は、病歴情報記憶部１０３を参照し、氏名や生年月日といった患者の個人情報及び病
歴情報を取得する。そして、患者情報取得部１０９は、医師による入力部１０６を用いた
患者情報の表示要求を受けて、携帯端末００１から入力された処方された薬剤の種類の情
報及び病歴情報と、病歴情報記憶部１０３から取得した病歴情報及び患者の個人情報とを
表示制御部１０８へ出力する。この患者情報取得部１０９が本発明における「患者情報取
得手段」にあたる。
【００５１】
　表示制御部１０８は、患者情報取得部１０９から患者の個人情報及び病歴情報の入力を
受ける。そして、表示制御部１０８は、患者の個人情報、処方された薬剤の種類の情報、
及び病歴情報を表示部１０７へ表示させる。医師はこの表示された情報を確認することで
、患者の病歴や処方されている薬剤の種類を把握することができる。この表示制御部１０
８が本発明における「表示制御手段」にあたり、表示部１０７が本発明における「表示手
段」にあたる。
【００５２】
　以上で説明したように、本実施形態に係る薬剤情報管理装置では、ある薬剤情報管理装
置で配信した患者に処方した薬剤の種類の情報及び患者の病歴情報を、他の薬剤情報管理
装置で取得することができる構成である。これにより、患者を診察する医師や薬剤師が他
の医療施設（病院や薬局など）で処方された薬剤及び患者の病歴を確認することができ、
正確且つ円滑な情報の伝達が可能となり、より正確な診断が可能となる。
【００５３】
〔第３の実施形態〕
　以下、この発明の第３の実施形態に係る薬剤情報管理装置について説明する。本実施形
態に係る薬剤情報管理装置は類似の薬剤が処方されている場合に、その類似薬剤について
の警告を携帯端末に送信することが上述した実施形態と異なるものである。そこで、以下
では、類似薬剤に対する警告の通知についての構成を主に説明する。本実施形態に係る薬
剤情報管理装置のブロック図も図１で表わされる。ただし、本実施形態では、図１の点線
で表わされる警告出力部１１０及び類似薬剤記憶部１１１が加わった構成である。以下の
説明では、第１の実施形態と同一の符号を付された機能部は特に説明のない限り同じ機能
を有するものとする。また、本実施形態に係る機能は第１の実施形態及び第２の実施形態
のいずれにも付加することが可能である。
【００５４】
　類似薬剤記憶部１１１は、ハードディスクなどの記憶媒体で構成されている。類似薬剤
記憶部１１１は、形状が類似している薬剤の組み合わせの情報を記憶している。具体的に
は、類似薬剤記憶部１１１は、Ａ薬剤、Ｂ薬剤、及びＣ薬剤が類似している１つのグルー
プといったように、類似している薬剤をグループ（以下では、「類似グループ」という。
）毎に記憶している。さらに、類似薬剤記憶部１１１には、その類似グループ毎にその類
似グループに含まれている個々の薬剤の見分け方を記憶している。この類似薬剤記憶部１
１１が本発明における「類似薬剤記憶手段」にあたる。
【００５５】
　この類似する薬剤の登録は自動で行うことも可能である。その場合には、類似薬剤判定
部１１２を設け、その類似薬剤判定部１１２に予め閾値を記憶させておき、登録した画像
がたの既に登録されている画像と比較して誤差が閾値以内か否かで登録を行えばよい。こ
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こで、類似薬剤の自動登録について図７を参照しながら説明する。図７は類似薬剤の自動
登録のフローチャートの図である。
【００５６】
　薬剤管理者等の操作者は、デジタルカメラなどで登録しようとする薬剤（以下では「登
録薬剤」という。）を撮影し薬剤情報記憶部１０１に登録薬剤の画像を記憶させる（Ｓ１
０１）。このとき操作者は登録した画像において画像の範囲を指定する。
【００５７】
　類似薬剤判定部１１２は、登録薬剤の画像と、既に記憶されている他の薬剤の画像とを
比較する（Ｓ１０２）。この比較は、登録された画像における指定された範囲内における
各ビットに配置された色の統計であるビットマップ表を作成し、それぞれのビットマップ
表における誤差（異なった色を有するビットがいくあるか）を算出するなどの方法で行え
る。
【００５８】
　類似薬剤判定部１１２は、予め記憶している閾値を算出した誤差が超えているか否かを
判断する（Ｓ１０３）。閾値を超えていればステップＳ１０４に進み、閾値を超えていな
ければ処理を終了する。
【００５９】
　類似薬剤判定部１１２は、閾値を超えていない画像を有する薬剤を類似の薬剤として同
一の類似グループとなるように類似薬剤記憶部１１１に記憶させる（Ｓ１０４）。
【００６０】
　警告出力部１１０は、患者情報提供部１０４から患者に処方された薬剤の種類の情報を
取得する。そして、警告出力部１１０は、患者に処方された薬を基に類似薬剤記憶部１１
１を検索し、患者に処方された薬剤の中に同じ類似グループに含まれている薬剤があるか
を判断する。そして、患者に処方された薬剤の中に同じ類似グループに含まれている薬剤
がある場合には、その処方された薬剤が類似しているので注意するようにといった警告を
携帯端末００１に送信する。さらに、警告出力部１１０は、その処方された類似している
薬剤の見分け方を類似薬剤記憶部１１１から取得し、携帯端末００１にその見分け方の情
報を送信する。
【００６１】
　ここで、本実施形態では、患者による薬剤の見分けを容易にするため、類似している薬
剤の見分け方の情報を送信しているが、患者の注意を喚起するだけであれば警告だけ送信
する構成にしてもよい。
【００６２】
　以上で説明したように、本実施形態に係る薬剤情報管理装置は、患者に対し形状が類似
している薬剤が処方された場合に警告を通知し、薬剤の見分け方を送信する構成である。
これにより、類似している薬剤の誤飲を防止することが可能となる。
【００６３】
（変形例）
　前述した類似薬剤の登録において、類似薬剤判定部１１２は、薬剤情報記憶部１０１に
類似薬剤が有るという情報を記憶させてもよい。類似薬剤の有無の情報を薬剤情報記憶部
１０１に登録した場合には、第１の実施形態における変形例で説明したように患者が薬剤
の薬剤情報の紹介を行った時に、薬剤情報管理装置１００から携帯端末００１に対して類
似薬剤の情報を提供することが可能となる。そこで、類似薬剤の情報の提供について図８
を参照して説明する。図８は、類似薬剤の情報の提供のフローチャートの図である。
【００６４】
　第１の実施形態の変形例で説明したように、患者は携帯端末００１を利用して患者情報
提供部１０４に対し薬剤の識別情報（画像など）を送信して薬剤の照会要求を送信する。
患者情報提供部１０４は、薬剤の照会要求を受けて、薬剤の識別情報を基に薬剤情報記憶
部１０１を検索する（Ｓ２０１）。
【００６５】
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　患者情報提供部１０４は、検索した薬剤の薬剤情報に類似薬剤が有るという情報がある
か否かを判断する（Ｓ２０２）。このとき、類似薬剤が有るという情報がなければ、ステ
ップＳ２０４に進み、類似薬剤が有るという情報があれば、ステップＳ２０３に進む。
【００６６】
　患者情報提供部１０４は、類似薬剤記憶部１１１を検索し、照会供給があった薬剤に類
似する薬剤の情報を取得する（Ｓ２０３）。
【００６７】
　患者情報提供部１０４は、照会要求のあった薬剤の薬剤情報及びその薬剤に類似薬剤が
有る場合には類似薬剤の情報を携帯端末００１へ送信する（Ｓ２０４）。
【００６８】
　このように、薬剤の照会を行った時に、類似の薬剤の情報を患者が取得できることで、
誤飲の防止や患者の勘違いを防止することが可能となる。
【００６９】
〔第４の実施形態〕
　以下、この発明の第４の実施形態に係る薬剤情報管理装置について説明する。本実施形
態に係る薬剤情報管理装置は、薬剤の服用時間の管理を行う構成を有することが上述した
実施形態と異なるものである。そこで、以下では、服用時間の管理を行う構成を主に説明
する。本実施形態に係る薬剤情報管理装置のブロック図も図１で表わされる。ただし、本
実施形態では、図１の点線で表わされる服用時間管理部１１３が加わった構成である。以
下の説明では、第１の実施形態と同一の符号を付された機能部は特に説明のない限り同じ
機能を有するものとする。また、本実施形態に係る機能は第１乃至第３の実施形態のいず
れにも付加することが可能である。
【００７０】
　服用時間管理部１１３は、内部にタイマーを有している。また、服用時間管理部１１３
は、情報を送信する情報送信機能を備えている。本実施形態では、服用時間管理部１１３
は、メール機能を有している。また、服用時間管理部１１３は、服用を促す内容の文章を
記憶している。
【００７１】
　服用時間管理部１１３は、患者情報提供部１０４から、患者の識別情報、携帯端末００
１のアドレスといった情報の送信先、及び処方薬剤の種類の情報を取得する。
【００７２】
　そして、服用時間管理部１１３は、取得した処方薬剤の種類の情報を基に、薬剤情報記
憶部１０１に記憶されている薬剤マスタテーブルを参照し、処方薬剤の服用時間３４０（
図３参照）を薬剤マスタテーブルから取得する。そして、服用時間管理部１１３は、取得
した患者の識別情報及びアドレスと共に各処方薬剤の服用時間３４０を記憶しておく。こ
こで、患者は携帯端末００１を用いて服用時間管理部１１３が記憶している服用時間を変
更することが可能である。具体的には、患者の識別情報などと共に薬の識別情報及び服用
時間を送信し、服用時間の更新命令を送ることで、服用時間管理部１１３はその情報を受
けて、記憶している患者の識別情報及び薬剤の識別情報を基に記憶している服用時間を入
力された服用時間に更新する。
【００７３】
　その後、服用時間管理部１１３は、自己が有するタイマーに基づき取得した処方薬剤の
服用時間になると、記憶している服用を促す内容の文章に薬剤の名前などを付加して、取
得した携帯端末００１のアドレスにメールを送信する。このメールの一例としては、図９
に示すようなメール及び添付ファイルがある。ここで、図９は患者に対して薬剤の服用を
促すメール及び添付ファイルの一例の図である。本実施形態では、患者がよりわかりやす
いように、服用時間管理部１１３は、メールに薬剤の画像や効能を付加して送信している
。ただし、このメールの内容は患者に薬の服用を促すものであればどのようなものでもよ
い。
【００７４】
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　さらに、本実施形態では、服用時間管理部１１３は薬剤服用の制限時間を予め記憶して
いる。そして、服用時間管理部１１３は、メールを患者に送信してから制限時間内に患者
からのメールの返信がなければ再度その患者の携帯端末００１のアドレスに向けて服用を
促す内容のメールを送信する。この服用時間管理部１１３が本発明における「服用時間管
理手段」にあたる。
【００７５】
　ここで、本実施形態では患者の処方薬剤の服用をより確実にするために上述のような制
限時間を設け、服用を促す通知を再送しているが、制限時間やメールの再送を行う構成は
なくても動作する。
【００７６】
　以上で説明したように、本実施形態に係る薬剤情報管理装置は服用時間になると処方薬
剤の服用を促す通知を行う構成である。これにより、薬剤の飲み忘れや誤飲といったミス
を軽減することが可能となる。
【００７７】
　さらに、以上で説明した実施形態における、薬剤情報管理装置１００で動作する患者情
報を提供するプログラム、薬剤の照会に応答するプログラム、類似薬剤の警告を行うプロ
グラム、及び服用時間を管理するプログラムは、図２におけるサーバ２００からダウンロ
ードできる構成にしてもよい。また、以上で説明した実施形態における、携帯端末００１
で動作する、患者情報をダウンロードするプログラム、患者情報を薬剤情報管理装置１０
０にアップロードするプログラム、薬剤の照会を行うプログラム、及び服用時間の変更を
行うプログラムをサーバ２００からダウンロードできる構成にしてもよい。
【００７８】
　さらには、携帯端末００１で動作するプログラムを各薬剤情報管理装置１００がサーバ
２００からダウンロードし、それらのプログラムを各薬剤情報管理装置１００から携帯端
末００１に送信する構成にしてもよい。このプログラムを送信する機能が本発明における
「プログラム送信手段」にあたる。ここで、携帯端末００１で動作するプログラムには、
薬剤情報や病歴情報を薬剤情報管理装置１００から取得する情報取得プログラムと、薬剤
の種類の情報や病歴情報を薬剤情報管理装置１００に送信する情報送信プログラムとがあ
る。
【００７９】
　また、以上で説明した薬剤情報、処方薬剤の種類の情報、及び患者の病歴情報をすべて
患者が有する携帯端末側にダウンロードしてしまい、携帯端末を薬剤情報管理装置として
使用してもよい。
【符号の説明】
【００８０】
００１　携帯端末
００２　送信部
００３　受信部
００４　制御部
１００　薬剤情報管理装置
１０１　薬剤情報記憶部
１０２　処方薬剤記憶部
１０３　病歴情報記憶部
１０４　患者情報提供部
１０５　ユーザインタフェース
１０６　入力部
１０７　表示部
１０８　表示制御部
１０９　患者情報取得部
１１０　警告出力部
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１１１　類似薬剤記憶部
１１２　類似薬剤判定部
１１３　服用時間管理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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